
飯田市土地利用方針の変更（平成 23 年 1 月 11 日施行） 

 

■変更を行う箇所 

飯田市土地利用基本方針 84 ページ 

：第５章として、「松尾地区」を追加する。 

 

 

第５章 松尾地区 

第１節 地域土地利用方針 

１ 地域土地利用方針の名称 

松尾地域土地利用方針 

 

２ 地域土地利用方針の土地の区域 

松尾地区全域 

 

３ 目指すべき地域づくりの目標 

（１）地域づくりの目標 

生き生きとした人と文化が薫り、緑と水辺でまち全体が公園のような松尾を考え、年

代、性別、区を越えて、美しい環境の中で、すべての人が交流を通して、活気ある生活

ができる松尾を目指します。 

 

（２）目指す地域の姿 

自分たちのまちは自分たちの手で「やらまいか松尾」 

～共生、共働、サスティナブルコミュニティ～ 

 

４ 地域づくりの方針 

（１）地域の土地の利用に関する方針 

松尾地区は、西に八幡山一帯の緑をなす松林を背負い、東は天竜川に臨み、北は松川、

南は毛賀沢をもってほぼ地区境となっています。西より東へ数段の河岸段丘がよく発達

しながらも、地形的には平坦部が多く、気候も温暖な地域です。八幡原段丘はきわだっ

て高く、段丘崖森林地帯となっています。 

上溝から毛賀まで続く段丘には、市街地に残されたわずかな段丘崖の緑としてアカマ

ツ・クヌギの美林があり、動植物の貴重な生育地となっています。また、地域の歴史や

文化を物語る古墳、石碑、寺社、一里塚跡や旧跡などがあるほか、小学校の里山学習や

保育園児の園外活動のフィールドにもなっており、地域住民にとって親しみ深い場所と

なっています。このように段丘崖の緑は、多面的な側面からその保全が求められていま

す。 

一方、この地域は、国道や県道などの主要な幹線道路の結節点であることから宅地開

発が進み、市街化が進行している地域であり、人口も増加傾向にあります。市内でも有

数の子どもが多い地域であることから、保育園、小学校、中学校の規模も大きく、良好

な住環境や子育て教育環境の保全が求められています。 



また、幹線道路の沿道には商店街があるほか、２個所の工業地帯もあることから、経

済活動も活発となっており、この生き生きとした経済活動が持続し、経済的に安定し、

暮らし続けることができる地域を目指した土地利用が求められています。 

こうした中で、松尾地区では良好な環境を将来にわたって保ち、元気で落ち着いた暮

らしができるように、「自分たちのまちは自分たちの手で」という「やらまいか松尾」の

精神や「地域のこどもは地域で育てる」という考えに基づいて、地域の合意を図りなが

ら、地域の特性を十分に踏まえた計画的かつ合理的な土地利用を進めます。 

そのため、重点的に取り組む課題及び課題ごとの土地利用の方向性を示し、地域と連

携して、その具体化に向け取り組みます。 

 

＜地区において重点的に取り組む課題＞ 

ア 住環境や子育て教育環境の保全（緑ヶ丘中学校周辺の白地地域） 

松尾地区には白地地域が広く分布しますが、農業振興地域の農用地区域が含まれて

いないため、他の地域よりも建築物等の用途の制限が非常に緩やかな状況で、今後、

無秩序な建築が進む可能性があります。そのため、良好な住環境や子育て教育環境を

保全するよう計画的な土地利用を行うことが重要です。 

特に緑ヶ丘中学校周辺の白地地域は、現況では住環境や教育環境等に著しい影響を

与える建築物等はなく農地も比較的残っていることから良好な環境が保たれています

が、市道松尾 63 号線の改良も進んだことで、今後、現状の環境に影響を及ぼす建築

物等の立地が予想される状況であり、一定の土地利用の制限が必要です。 

 

イ 工業の利便の増進（竜水地区の産業道路東側一帯） 

松尾地区にある２個所の工業地帯は、飯田市における工業の集積地であり、多くの

人が働いています。こうした地域では、就業者の利便を増進し、またその利便を周辺

住民も享受することで、地域の活発な経済活動が持続されることが重要です。 

そのような中で、竜水地区の産業道路東側一帯に指定される工業専用地域には就業

者等が買い物や食事ができる物品販売店舗や飲食店が立地しておらず、その面からは

立地した企業や他の周辺住民にとっても利便性に優れているとは言いがたい状況です。

また思うように企業の立地が進まず、遊休化した小規模な敷地が散在するといった土

地利用上の課題が発生しています。そのため、就業者等の利便性の向上と土地の高度

利用を図る土地利用の制限の見直しが必要になっています。 

 

ウ 森林の保全 

松尾地区の段丘崖の緑は、松尾地区のみならず飯田市にとっても市街地に残された

貴重な緑であり、地域の緑のシンボルとなっています。この緑は、土砂流出の抑制、

崩落防止、防風などの防災面、水源の涵養、保水、CO2 の吸収、気温調整、動植物の

生息地などの環境面、また、幹線道路からの騒音の遮音などの多様な機能を有してい

るほか、地域の歴史や文化を今に伝え、学習、交流、活動の場としても人々に親しま

れてきた場所となっています。 

しかしながら近年、開発等による減少が懸念されており、まずは地域の皆さんが検

討する中でその保全を図ることが必要です。 

 



① 基本的な方針 

○目指すべき地域づくりの目標の実現 

地域づくりの目標の実現のため地域の合意形成を図りながら、地区において重点的に

取り組む課題のうち、緑ヶ丘中学校周辺の白地地域については、都市計画法等の手法を

活用して特定の建築物等の用途制限を導入することにより、良好な住環境や子育て教育

環境の保全に向けた土地利用の整序を図ります。 

また竜水地区の産業道路東側一帯については、都市計画法等の手法を活用して建築物

の用途制限の見直しを行うことにより就業者等の利便性の向上や土地の高度利用に向け

た土地利用の増進等を図ります。 

 

② 具体的な内容 

○緑ヶ丘中学校周辺における特定の建築物等の用途制限 

下久堅、竜丘の２地区からも生徒が通学している緑ヶ丘中学校周辺の白地地域におい

ては、教育環境や青少年の健全育成に影響のある建築物の立地の規制、大型店舗等の立

地に伴う道路混雑による住環境の低下を防ぎ、現状の環境を保全するために、緑ヶ丘中

学校周辺の通学路を含めた土地利用上のまとまりのある白地地域を特定用途制限地域

（松尾地区子育て住環境保全地域）として都市計画に定めます。 

具体的には、特定用途制限地域建築条例によって次に示す建築物等の、①規模の制限、

②立地の規制、③程度（度合い）の制限等を行います。 

① 規模の制限 

・店舗等で床面積の合計が 1,000 ㎡を超えるもの 

・ホテルや旅館、事務所等で床面積の合計が 3,000 ㎡を超えるもの 

② 立地の規制 

・運動施設、遊戯施設、風俗施設、劇場、映画館、演芸場又は観覧場 

・倉庫業を営む倉庫 

③ 程度（度合い）の制限 

・危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場 

・火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理がある施設（量が非常に少ない施

設を除く） 

・コンクリート等の粉砕で原動機を使用するもの又は生コンクリートの製造で一定

の原動機を使用するもの等 

上記のほか、自動車車庫や自動車修理工場等で一定規模を超えることにより、当該地

域内の良好な環境に著しい影響を与えるもの 

 

○竜水地区の産業道路東側一帯における用途制限の緩和 

竜水地区の工業専用地域においては、就業者等の利便性の向上と土地の高度利用を図

るため、現状の環境基準等を維持しつつ、工業の利便の増進に支障をきたさない程度の

小規模な物品販売店舗と飲食店が建築可能となるよう工業専用地域を工業地域に変更す

るとともに、特別用途地区（工業専用地区）を都市計画に定めます。 

具体的には、特別用途地区建築条例によって、従前の工業専用地域において建築可能

なものに加え、工業の利便に支障をきたさないと思われる程度の建築物（床面積 200 ㎡

以下の物品販売店舗及び 150 ㎡以下の飲食店）が建築可能となるようにします。 



 

○この変更に関し、市が実施した手続き等は次のとおりです。 

●平成 22 年 11～12 月 パブリックコメントの実施（11 月 15 日～12 月 14 日） 

●平成 22 年 12 月   松尾地域協議会の意見聴取（12 月９日） 

●平成 22 年 12 月   土地利用計画審議会・都市計画審議会への諮問・答申（12 月 24 日） 


